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はじめに 

 
 
 京都議定書の発効や、中国をはじめとするアジア諸国の経済拡大等に伴う原油価格の高

騰が進む中、資源の乏しい我が国においては、自給率向上をはじめとするエネルギーの安

定確保と、ＣＯ２排出削減の両立が急務となっており、原子力政策の着実な推進と並んで、

新エネルギーの導入促進がさらに重要性を増している。 
 
 青森県では平成１１年度にＮＥＤＯ地域新エネルギービジョン策定等事業により「青森

県地域新エネルギービジョン」を策定、エネルギー賦存量の算出、エネルギー種別毎の導

入目標の設定等を行い、県として地域新エネルギーの積極的な導入推進を図ってきたとこ

ろである。 
 ビジョンにおいては、本県における豊富な風力エネルギーの賦存が確認され、県は重点

導入を図る種別として風力発電を位置づけ、２０１０年度における導入目標を３０万ｋＷ

と定めた。その後、下北地域を中心に大規模なウィンドファームが進出するなど活発な導

入が行われ、平成１６年度末での風力発電の設備容量は約１７万７千ｋＷと、全国の導入

量の約５分の１を占める、都道府県別では全国一の導入量を誇る本県を代表する新エネル

ギーとなっている。 
 他方、従来型のウィンドファームは電力系統との連系制限や開発規制等の立地制約が顕

在化してきていること、小形や洋上の風力発電など発電形態が多様化していること、「環

境・エネルギー産業創造特区」においてマイクログリッドの実証試験が進むとともに風力

発電導入促進のための新たな規制緩和が認められたこと、ＮＰＯ等地元団体での取り組み

が活発化していることなど、ビジョン策定時から風力発電を取り巻く環境に変化が見られ

るところである。 
 
 このため、青森県は、本県が高いポテンシャルを有する風力発電の一層の導入促進を図

るため、これらの風力発電を取り巻く環境の変化や、本県の地域毎の特性、導入課題等を

踏まえ、本県で導入可能な新たな風力発電の事業モデルや推進方策の検討を行い、その結

果をここに「青森県風力発電導入推進アクションプラン」として取りまとめた。 
 本アクションプランは、２０１５年度までの導入目標を定め、その実現に向けたモデル

プロジェクトや、県の具体的な施策展開の指針としてのアクションプランを示している。

さらに、市町村をはじめとする地元の関係者、また風力発電事業者の本県における風力発

電へ理解増進や事業参画促進にも活用されていくものである。 
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Ⅰ．新エネルギー・風力発電動向調査  
 

１．風力発電市場の動向調査 
 

ドイツ、デンマークなどの海外の風力発電先進国と比較すると、日本の風力発電導入量

は依然として低水準ではあるものの、2000年以降は年率30％の著しい増加を見せている。

国の効果的な施策により、自治体や NPO法人などによる風力発電事業も見られるようにな

り、さらに近年は風力発電がビジネスとして成立すると認識されるようになってきた。そ

れに伴い、電力の販売価格が徐々に低下し、競争が見られるようになった。 

また海外では、風力発電による電力の優遇買取制度の見直しや、制度の審査基準の厳格

化等が実施されており、事業環境の整備が進められている。 

 

（１）日本における風力発電の導入状況 

日本の風力発電導入量は、2005年 3月末時点で 92.6万 kW（運転開始前で需給契約済
みのものを含めれば 142 万 kW）に達し、設備導入基数は 924 基となっている。政府や
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）による導入促進策や、電力事業者によ
る風力発電電力の優遇買取の自主メニューの設定など効果的な施策が講じられてきたこ

ともあり、導入量が急速に増加している。その結果 2000 年以降は、年率約 30％の伸び
が見られる。 
一方、日本の風力発電導入目標は 2010年で 300万 kWとなっている（2005年総合資
源エネルギー調査会需給部会「2030年のエネルギー需給展望」）。導入目標の達成に向け
て、引き続き導入量の増加が期待されている。 
 

図表 1 日本における風力発電導入量の推移 

 
（NEDO）        
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出力階層別の導入基数、海外機と国産機の導入基数の推移を下図に示す。出力階層別の

導入基数の推移を見ると、風力発電導入量の拡大に伴い、風力発電機の大型化が進んでい

ることがわかる。下図では、2000kWの風力発電機が最大出力となっているが、海外では
5000kW級の風力発電機が既に登場している。また、海外機と国産機の導入基数を見ると、
風力発電機の大型化とともに、海外機の導入が顕著になっていることがわかる。 

 

図表 2 出力階層別導入基数の推移 

 
（NEDO） 

図表 3 海外機と国産機の導入基数の推移 

 
（NEDO）   
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（２）都道府県別の風力発電導入量 

2005年 3月現在の、都道府県別の風力発電導入量は下図のようになっている。風況が
よいとされる東北経済産業局管内が約 40％と最も多く、これに北海道、九州を加えた 3
つの経済産業局管内に全国の約 80％が集中している。 
青森県は、日本最大の風力発電の導入地域であり、2005年 3月までに 17.7万 kWの風
力発電が立地している。日本全体で 92.7万 kWの風力発電が導入されていることから、
約 20%が青森県内に立地していることになる。また、2005年度以降に青森県において建
設が予定されている風力発電を合わせると青森県には 24.4万 kWが導入されることにな
る。一方、青森県に導入されている風力発電機の基数は、準備中の風力発電機も含めて、

169基となっている（単機出力 10kW以上、2005年 3月現在）。 
 

図表 4 都道府県別風力発電導入量 

 
（NEDO） 
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（３）自治体、NPO法人、漁協等各種団体による風力発電参画の動き 

民間企業だけでなく、自治体、NPO 法人、漁協等による風力発電事業への参画の動き
が見られる。経済産業省は、エネルギー安定供給の確保及び CO2の排出抑制等地球環境

対策として、風力を含む新エネルギー導入をより一層促進させるために、地域新エネルギ

ー導入促進事業を行っており、地方公共団体および非営利民間団体が策定した地域におけ

る新エネルギー導入促進のための計画（新エネルギービジョン等）に基づいて実施される

新エネルギー導入事業に必要な経費の一部（設備費等の補助対象費用の 1/2以内又は 1/3
以内）の補助を行っている。 
下表は、2005 年度に交付された地域新エネルギー導入促進事業（風力発電のみ）の一
覧である。 

 
図表 5 2005年度「地域新エネルギー導入促進事業」交付決定事業一覧 

 
（NEDO） 
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（４）風力発電による電力の販売価格や販売方法の動向 

風力発電は、火力発電や原子力発電に比べて発電コストが高い。風力発電の普及には、

電力の販売価格や販売方法が非常に重要となるが、販売価格や販売方法は国などが制定す

る制度に依存するところが大きい。これまでの制度の変遷、現在の制度の問題点などを以

下に整理する。 

 

 ①余剰電力の購入 

1998 年以前は、風力発電の余剰電力購入メニューが設定されており、あくまで自家消
費を前提としていたものであった。風力発電の販売価格は、電力の販売価格と同額（15
円/kWh程度）であったものの、単年度契約であり、販売価格の変動リスクがあったため、
投資回収の見込みが立てにくい環境にあったといえる。 

 

 ②長期購入メニュー 

風力発電の普及を一気に加速することになったのが、1998 年より開始された、国の新
エネルギー導入促進対策補助制度と、電力会社が同年より設定した事業用風力発電に対す

る長期購入メニューである。補助制度によって初期投資の負担が軽減されたことに加え、

15～17年程度の長期にわたる固定価格（11～12円/kWh程度）での買い取りが電力会社
によって保証された。これにより、販売価格の変動リスクが事実上解消され、風力発電事

業の不確実性は大きく軽減されることとなった。 

 

 ③入札制度 

上記優遇措置により、風力発電の導入計画は進んだが、新たな問題を引き起こした。導

入計画は、風況のよい北海道と東北で数十万 kWにも及び、もともと電力需要が比較的少
ない同地域においては、系統の周波数への悪影響が懸念されることとなった。各電力会社

においては、2001年以降入札制度を導入し（北海道電力では 1999年に入札を実施）、風
力発電事業にも競争原理が導入された。 

2003 年に東北電力が実施した競争入札では、合計 4 件（90,350kW）の案件が落札さ
れた。公募要項によると、風力発電電力の販売価格の上限は 10 円/kWh となっている。
しかしながら、募集枠に対して 25件（527,850kW）の応募があったため、実際の販売価
格は、上限価格から 3割強下落している。そのため、風況のよい地点でなければ事業性を
確保することは困難となっており、販売価格の引き上げや一層のコストダウンが必要とな

っている。 
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図表 6 2005年度風力発電プロジェクトにおける落札候補者ならびに連系候補者 

落札候補者名 立地点 
出力合計

(kW) 
受給開始 

予定時期 
（株）エムウインズ 秋田県山本郡八竜町 25,500 2006年9月 
日本風力開発（株） 青森県上北郡六ヶ所村 2,850 2005年2月 
(株)ユーラスエナジージャパン 青森県上北郡野辺地町 50,000 2006年10月 
(株)ユーラスエナジージャパン 青森県下北郡東通村 12,000 2006年10月 

（東北電力HP） 

 

④RPS制度 

上記の販売価格には、「新エネルギー等相当量（RPS 証書）」の価値が含まれて入る。
2003年の RPS法の施行により、新エネルギー（風力、太陽光、地熱、バイオマス、1000kW
以下の水力）発電による電力は「電気そのものの価値」だけでなく「新エネルギー発電に

よる付加価値（新エネルギー等相当量）」が認められることとなり、電気事業者に一定量

の RPS証書の購入を義務付けた。（RPS法については後述）。RPS証書の売買が可能にな
ったことにより、風力発電事業間の競争だけでなく、新エネルギー同士の価格競争という

概念が導入された。 

 

2004年 9月時点で、各電力会社から公表されている風力発電による電力の購入条件は、
次のようになっている。 
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図表 7 風力発電による電力の購入条件 

出力2,000ｋW未満 出力2,000ｋW以上
北海道 【「電気」のみを購入】

・購入価格3.30円/ｋWhで17年間
･新規公募時期未定

東北 平成16年度の風力発電受入については、詳細検討中
東京 【「電気＋RPS価値」の場合】

・販売電力量料金と同額 ・11.20円/ｋWｈで15年間 ・未発表
【「電気」のみの場合】
・平均：3.44円/ｋWh

中部 【「電気+RPS価値」の場合】
・販売電力量料金と同額 ・11.20円/ｋWｈで17年間 ・未発表
【「電気」のみを購入】
・平均：3.95円/ｋWh
・低圧連係の場合のみ3.96円/ｋWh ・未発表

北陸 【「電気+RPS価値」の場合】
・販売電力量料金と同額 ・11.10円/ｋWｈで15年間 ・1万ｋWを入札（詳細未定）
【「電気」のみを購入】
・平均：2.11円/ｋWh

関西 【「電気+RPS価値」の場合】
・販売電力量料金と同額 ・10.30円/ｋWh、契約年数

未定。
・電力購入条件・購入単価等につ
　いては個別協議

【「電気」のみを購入】
･平均3.02/ｋWh

中国 【「電気+RPS価値」の場合】
・販売電力量料金と同額 ・11.30円/ｋWｈで15年間 ・電力購入条件・購入単価等につ

　いては個別協議

【「電気」のみを購入】
･平均3.40/ｋWh

四国 【「電気+RPS価値」の場合】
・個別協議
【「電気」のみを購入】
・平均：2.99円/ｋWh
・供給力の一部と見なせる場合の購入条件および購入単価は別途協議

九州 ・九州本土5万ｋW、離島分は個別に100～2,800ｋWの枠（抽選制）
・「電気+RPS価格」の場合、金額は個別協議、期間は15年、「電気のみ」の場合は、平均
　3.00円/ｋWh。　（いずれかを選択）

沖縄 【「電気+RPS価値」の場合】
・未発表
【「電気」のみを購入】　＊高圧連係以上が対象
・平均3.80円/ｋWh　（見直しあり）

自家用風力発電
からの余剰電力購入

事業用風力発電からの購入

 

（風力発電マニュアル2005） 
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（５）海外の風力発電市場の動向 

2004 年に世界で新たに導入された風力発電は 797.6 万 kW であり、合計導入量は約

20％増の 4731.7万 kWへと成長した。地域別に見ると、欧州が 2004年も引き続き世界
の風力発電市場を牽引しており、新規導入量の 72.4%を占めている。また、合計導入量の
多い国は、ドイツ、スペイン、米国、デンマーク、インドの順となっており、世界の風力

発電の約 8割を占めている。 
世界風力エネルギー協会は、グリーンピースと共同で 2005年 6月に「Wind Force 12」
をまとめた。世界各地域の風力エネルギー協会の方針をまとめた報告書であり、2020 年
までに全世界で必要とされる電力の 12％を風力発電で賄うという目標を掲げている。 

 
図表 8 各国の風力発電導入量 
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 ①ドイツ 

風力発電先進国であるドイツでは、再生可能エネルギーの利用を促進するために、国が

最低販売価格を設定するなど、様々な優遇措置を実施してきた。特に、風力発電の伸びは

著しく、再生可能エネルギーによって発電された電力の半分以上を占めている。 
一方で、風況の良し悪しに関わらず風力発電機が設置されるという事態が発生すること

となったため、2004年 7月再生可能エネルギー法が改正され、風力発電に関する制度が
大幅に変更された。以下にポイントを整理する。 

 
１）販売価格の引き下げ 

運転期間5年以下の風力発電機に対して、電力の最低販売価格を現在の8.8セント/kWh
から5.5セント/kWhに引き下げる。また2005年より、最低販売価格の年間減少率を1.5％
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から 2％に引き上げる。 
 

２）審査基準の厳格化 

風力発電事業の計画段階で、法律によって規定される基準発電量の 60％が達成される
ことが証明されない限り、優遇措置の対象から外れる。 
 

３）洋上風力発電の振興 

洋上風力発電を振興するために、2008 年より洋上風力発電による電力の販売価格を
6.19セント/kWhとする。 

 
またドイツでは、風力発電導入量の拡大に伴い、発電量が天候によって大きく変動する

という問題が生じている。この問題に対処するために、現在以下の課題に取り組んでいる。 
一つ目の課題は、小地域単位で素早く反応する電力系統を確立し、これらの電力系統を

つなげて大地域単位で電力系統の連系を構築することである。ここでは、ウィンドファー

ムをネットワーク化させてバーチャル発電所とみなし、バーチャル発電所から大地域単位

の電力系統へ電力を送電するというシステムが検討されている。 
二つ目の課題は、風力発電の発電量をできるだけ正確に事前予測する情報システムを確

立することである。これについては、太陽エネルギー供給技術研究所（ISET）が電力大
手の EoN社等と協力して、オンラインで風力発電によって電力系統に供給される電力量
を把握する風力発電予測ツール AWPT を開発している。AWPT は、最高 72 時間先まで
の風力発電量を予測することが可能であり、予測誤差は、翌日の予測で 8～10％の誤差、
1～8時間前の予測で 6％の誤差となっている。 

 
 ②スペイン 

 風力発電導入量世界第二位のスペインは、化石燃料などのエネルギー資源に乏しいた

め、早期から再生可能エネルギーの利用拡大に取り組んでいる。2004年には、風力発電
の導入量が 826万 kWに達している。2010年における一次エネルギー消費に占める再生
可能エネルギーの割合 12％という目標を達成するために様々な施策が施行されている。 

 
 １）電力の買取制度 

  再生可能エネルギーによる電力は、市場価格＋プレミアム価格もしくは固定価格によ

る買取どちらかを選択することができる。風力発電の場合、2000年におけるプレミアム
の価格は ESP4.79/kWh（100ESPペセタ＝約 65円）、固定価格は ESP10.42/kWhであ
った。 
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 ２）新電気事業法 

  1997年に EU電力指令を「新電気事業法」として国内で制定した。この法律では、再
生可能エネルギーによる発電を特定発電システムとし、支援制度を制定した。 

 
 ③デンマーク 

  デンマークは、風力発電に早期から注力しており、デンマークに本社をおく風力発電

機のトップメーカーVESTASは、市場の約 37％（導入量比）に風力発電を供給している。
また、デンマーク政府による効果的な施策などにより、2004年末時点で 311万 kWの風
力発電が導入されている。 

1992年に、配電会社は、再生可能エネルギー発電からの電力購入が義務付けられ、風
力発電については配電会社の電気料金の 85％で買取価格が設定された。また電気税と環
境税が制定され、再生可能エネルギー発電事業者へ還元された。 
その後、1999 年に制定された電力供給法により、電力消費者は、再生可能エネルギー
電力を 20％購入する義務を負うこととなった。RPS制度が制定されたことによる、競争
原理が働くシステムへと移行した。 
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２．新エネルギー・風力発電関連施策のまとめ 
 

21世紀に入り、エネルギー基本計画、新エネルギー導入目標、新エネルギー産業ビジョ

ンなどエネルギーに関する国の大きな方針が次々と発表された。これにより、風力発電を

含め新エネルギーの導入を加速させ、地球温暖化対策、エネルギーの安定確保、新たな産

業の創出を目指すことが確認された。 

風力発電に関する施策は、導入量の増加とともに変遷している。風力発電機の技術開発

や、系統連系ガイドラインの整備などの基盤作りに関する施策から、21世紀に入り、ビジ

ネスとしての環境の整備や、系統の安定化などの新たな問題に関する施策が展開されてい

る。 

 

（１）エネルギー基本計画 

エネルギー基本計画は、2002年 6月に交付・施行されたエネルギー政策基本法の第 12
条の規定に基づいて 2003 年 10 月に定められた計画である。エネルギー政策基本法が定
める「安定供給の確保」、「環境への適合」、「市場原理の活用」などの基本方針にのっとり、

10 年程度の将来を見通し、エネルギー需給全体に関する施策の基本的な方向を定性的に
示している。 

エネルギー基本計画では、①安定供給の確保を目指して省エネルギー、輸入エネルギー

供給源の多角化や主要産出国との関係強化、国産エネルギー等エネルギー源の多様化、備

蓄の確保を推進すること、②環境への適合を目指して省エネルギー、非化石エネルギーの

利用、ガス体エネルギーへの転換、化石燃料のクリーン化及び高効率利用技術の開発導入

を推進すること、③市場原理の活用を目指すことなどが述べられている。 

また、長期的、総合的かつ効果的に講ずべき施策として、省エネルギー対策の推進と資

源節約型の経済・社会構造の形成、負荷平準化対策、原子力の開発・導入及び利用、原子

力の安全確保と安心の醸成、新エネルギーの開発・導入及び利用、ガス体エネルギーの開

発・導入及び利用、石炭の開発・導入及び利用、電気事業制度・ガス事業制度のあり方な

どが記述されている。 
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（２）新エネルギー導入目標 

日本の新エネルギー導入目標は経済産業省資源エネルギー庁によって定められている。

「2030 年のエネルギー需給展望」（2005 年総合資源エネルギー調査会需給部会）におい
て、「新エネルギー導入目標」を原油換算で 1910 万 kl（一次エネルギー総供給に占める
割合は 3％程度）を目処とするとしている。新エネルギーの種類別の目標は以下のとおり。 
 

図表 9 新エネルギーの種類別の目標 

 
（資源エネルギー庁 HP） 
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（３）新エネルギー産業ビジョン 

2004年 6月には、経済産業省に設置された新エネルギー産業ビジョン検討会において
新エネルギー産業ビジョンが策定され、今後の産業競争力強化や自立的な新エネルギー産

業の育成という観点から新エネルギー分野における必要な施策を検討する、という方向性

が示された。 

 

図表 10 今後の新エネルギー産業施策体系 

 

 

（新エネルギー産業ビジョン） 
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新エネルギー産業ビジョンでは、自立した新エネルギー産業実現に向け、従来の個別の

設備導入の支援のみではなく、例えば以下のような新エネルギー分野の新たなビジネスモ

デルが示されている。 

 

①ネットワーク制御技術等を活用した需給一体型ビジネス 

一定地域内において、多様な新エネルギー等を組み合わせて制御・運用し安定した電

力・熱供給を行うビジネス。 

 

②グリーンパワー活用型ビジネス 

市民や企業による出資、新エネルギー導入によるコストアップ分を寄付として上乗せし

たプレミアム商品・サービスの販売、新エネルギーによる電気や熱を直接供給するグリー

ン料金やグリーン証書、など新エネルギーの事業化の領域を広げる。 

 

③“新”新エネルギービジネスの展開サポートビジネス 

新エネルギー供給事業者と供給設備メーカー、燃料供給事業者、副産物活用事業者等の

多様で広範囲にわたる関係者をコーディネートするビジネス、新エネルギー供給事業と地

域の教育産業や観光ビジネス等とを結びつけるビジネス、付加価値の高い新エネルギー商

品開発のコンサルティングビジネスなど。 
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（４）RPS制度 

2003年 4月より「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法（RPS
法）」が施行された。RPS 制度（※）は、新エネルギー等のさらなる普及のため、電気
事業者に対して、一定量以上の新エネルギー等を利用して得られる電気の利用を義務付

けることにより、新エネルギー等の利用を推進することを目的としている。 

 

 

※RPS（Renewables Portfolio Standard）制度 

RPS制度とは、「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」（以
下、「新エネルギー等利用法」という。）に基づき、エネルギーの安定的かつ適切な

供給を確保するため、電気事業者に対して、毎年、目標量を基礎として各社の販売電

力量に応じて算定される一定割合以上の新エネルギー等から発電される電気（以下、

「新エネルギー等電気」という。）の利用を義務付け、新エネルギー等の更なる普及

を図る制度。 

新エネルギー等電気は、「電気と新エネルギー等電気相当量」に分割することが可

能であり、それぞれ売買の取引を行うことができる。電気事業者は、①自ら発電を行

う、②他から新エネルギー等電気を購入する（取引）、③他から新エネルギー等電気

相当量を購入する（取引）、のいずれかの手法で義務を履行する必要がある。 

 

新エネルギー等電気の利用目標（単位：億kWh/年）。 

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

73.2 76.6 80 83.4 86.7 92.7 103.3 122 

 

 
 電気事業者間で新エネルギー等電力の利用程度に隔たりがあることから、2010年度ま
では目標値に対する義務比率が段階的に増加する経過措置が講じられている。義務量と

履行状況は、図表 11に示すとおりである。 
 2005 年 10 月に経済産業省・資源エネルギー庁は、総合資源エネルギー調査会新エネ
ルギー部会の下に、RPS法評価検討小委員会を設置した。本小委員会においては、2010
年度までの期間において、義務量達成の状況を踏まえた義務量や経過措置の見直し、取

引価格の水準や情報のあり方、制度の対象電源などが論点とされている。2010年度以降
の利用目標については、法律で「4 年ごとに先 8 年間の義務量を設定」と定めているた
め、来年度に 26年度までの義務量が決定される見込みである。 
 また、2005年 9月 22日に経済産業省資源エネルギー庁から発表された資料によると、
2004年度に取引された新エネルギー等電気（電気＋相当量）の取引価格は、以下のとお
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りである。 

 
図表 11 義務量と事業者の履行状況 

 

（総合資源エネルギー調査会 新エネルギー部会 RPS法評価検討小委員会資料） 

 

 

図表 12 2005年度に取引された新エネルギー等電気 

 

（RPS管理室 HP） 
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（５）その他の動向（グリーン電力証書システム） 

グリーン電力証書システムは、自然エネルギーによって発電された電力のもう一

つの価値、すなわち省エネルギー・CO2排出削減などといった環境付加価値を「グ

リーン電力証書」という形で具体化している。グリーン電力証書を企業が購入する

ことで、企業の自主的な省エネルギー・環境対策が可能となるシステムとなってい

る。グリーン電力証書システムは民間企業である日本自然エネルギー株式会社が、

自然エネルギー発電事業者とグリーン電力証書を購入する企業との取引の仲介を

行っている。 
自然エネルギー発電事業者は、上述した RPS法で扱う RPS証書として環境付加
価値を販売するか、もしくはグリーン電力証書として環境付加価値を販売するかを

選択することとなる。 

 

図表 13 グリーン電力証書システム 

 
（日本自然エネルギー株式会社 HP） 

 

風力発電の場合は、以下の手順に沿ってグリーン電力証書が発行される。 

 

図表 14 グリーン電力証書の発行手順 

 
（日本自然エネルギー株式会社 HP） 
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（６）風力発電に関する施策動向 

風力発電導入に関するこれまでの施策としては、「技術開発促進施策」と「導入促進施

策」に大きく分けることができる。技術開発促進施策としては、80-90 年代の大型風力
発電機の開発から、離島用風力機器の開発へと移行し、現在は系統安定化技術開発など

が進められている。 

また、導入促進施策としては、1992 年の電力会社による余剰電力購入制度及び 1993
年の系統連系技術要件ガイドラインの整備により、基盤作りがなされた。その後、風力

発電フィールドテスト事業に加え、1998年度からは新エネルギー事業者支援事業や地域
新エネルギー導入促進事業により、初期費用に対する補助制度が導入された。また、電

力会社による事業用風力発電購入メニューの設定により、風力発電事業が急速に進めら

れてきた。 

さらに、2003 年より電気事業者に風力発電を含む RPS 証書の一定量以上の購入を義
務付ける RPS法が施行されている。また、優遇制度として、エネルギー需給構造改革投
資推進税制による法人税・所得税の控除や、ローカルエネルギー税制による固定資産税

の課税基準の特別措置が取られている。 

一方、2001年 2月に第 2回総合エネルギー調査会新エネルギー部会で示された、長期
エネルギー需給見通しにおける 2010年の風力発電導入目標量は「300万 kW」と設定さ
れている。目標達成のためには、系統への連系対策、他管内への積極的な設置促進など、

引き続き様々な対策を実施する必要がある。 

現在、風力発電導入量を拡大するための施策として、電力系統への連系対策、港湾区

域への風力発電導入推進、自然公園への風力発電導入推進などに関する議論が実施され

ており、ガイドラインの整備などが進められている。 
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３．風力発電事業に関する課題調査 
 

風力発電事業に関する課題は、導入量の制約となる系統連系に関する課題と、立地場所

に関する課題に分けられる。系統連系に関する問題は、風力発電系統連系対策小委員会で

議論されているとおり、解列や蓄電池の併設などの対応が必要となり、新たに発生するコ

ストの分担や制度設計が今後の焦点となる。 

立地場所に関する課題は、関連法令との調整が鍵となる。風況がよく風力発電の適地に

も関わらず、農地や自然公園である場合は、農地法や自然公園法などの規制によって事業

を実施できない地域が数多く存在する。特区や法改正などによる対応が必要となる。また、

立地場所の拡大方策として、洋上への展開が考えられるが、コストが問題となる上に、系

統連系の問題は依然として解決されないため、蓄電池などによる対応が必要となる。 

 

（１）系統連系 

①系統連系可能量 

風力発電は出力が不安定なため、風力発電導入量が増加すると、系統周波数・電圧へ

の悪影響が懸念される。そのため、総発電量に対する風力発電量が多い東北・北海道・

九州・四国経済産業局管内では、風力発電の導入制約（連系可能量の上限など）が本格

化しつつある。 

各管内における電力会社が試算した現状の系統への連系可能量は以下のとおりである。

東北電力管内では、現時点で連系が確定している風力発電機の容量が 47 万 kW であり、
追加の連系可能量は 5万 kWと想定されている。 
 

図表 15 各電力会社管内への系統連系可能量 

電力会社 風力発電連系可能量 備考 

北海道 25万kW(2002年8月公表) 2007年度に再評価予定 

東北 52万kW(2004年9月公表) 2007年度に再評価予定 

四国 20万kW(2005年2月公表) 2007年度に再評価予定 

中国 未公表｡(2006､2007年度に 5万 kW程度ず

つ導入予定) 

2008年度を目処に連系可能量を

公表予定 

九州 未公表。（風力出力データの収集・蓄積を

実施中。）風力が系統に与える影響を考慮

し、毎年一定量を導入。 

2006年度に評価･公表予定 

（風力発電系統連系対策小委員会「風力発電系統連系対策小委員会中間報告書案」、中国電力HPをもとに

作成） 
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②系統連系対策 

風力発電の導入目標 300万 kW（2010年度）を達成するためには、系統への連系対策、
他管内への積極的な設置促進など、様々な対策を実施する必要がある。 

導入目標達成のための対策については、資源エネルギー庁総合エネ調新エネルギー部

会の風力発電系統連系対策小委員会において議論され、2005 年 6 月 23 日に「風力発電
系統連系対策小委員会中間報告書案」が提出された。中間報告書案の結論としては、2010
年度に約 300万 kW相当という風力発電の導入目標達成に目途が立ったとされている。 
中間報告書に記載された対策は、概ね以下のとおりである。 

 

図表 16 系統連系対策（風力発電系統連系対策小委員会中間報告書案） 

 

（風力発電系統連系対策小委員会「風力発電系統連系対策小委員会中間報告書案」） 

 

ここで、対策実施による連系可能量の試算結果は以下のとおりである。 
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図表 17 系統連系対策と系統連系可能量 

 

 

 

（風力発電系統連系対策小委員会「風力発電系統連系対策小委員会中間報告書案」） 
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東北電力管内では、年間 10%程度解列1することにより、10 万 kW 程度の連系量の拡

大が可能とされている。また、蓄電池を活用し、夜間充電、昼間の変動の 70%カットと
いう運転を行うことで、33万 kW程度の連系量の拡大が可能と試算されている。また、
中間報告書案を受けて、2006年度政府予算案に計上されている補助事業は以下のとおり

である。 

 

１）蓄電池設置補助 

経済産業省資源エネルギー庁は、来年度より風力発電に併設される蓄電池に対する補

助金枠を設置予定である。補助は 5年間を想定しており、2006年度政府予算案として 19
億円を計上している。 
 

２）風況調査補助 

経済産業省資源エネルギー庁は、系統制約のない地域で風力発電の導入を後押するた

め、06年度から同地域で実施する風況調査に対して新たに補助を行う方針である。06年
度政府予算案で 1億円を計上している。 
これにより、系統制約のない地域での風力発電機立地を促進し、風力発電の地域偏在

化を解消する。 

 
３）風力発電電力系統安定化等技術開発（気象予測に基づく風力発電量予測システムの

開発） 

周波数変動対策の一つとして、風力発電の出力変動の予見可能性を向上することによ

り、一定の調整力の下での風力発電連系可能量を拡大できる可能性があるため、電力系

統側の調整予備力を計画的に運用可能とすることを目的として、風力発電システムの発

電量を予測するシステム開発を 2005年度より実施する（2005年度：6億円程度）。 
 

                                                   
1 発電機と電力系統を切り離すこと。 
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（２）立地場所 

風力発電事業を実施する際の課題となるのが、立地場所の開発である。立地場所の開

発は、各種許認可の取得作業と言い換えることができ、土地利用の確保、関連省庁への

手続き、電力系統への連系協議などが挙げられる。 
事業者にヒアリングした結果、各種許認可の規制緩和や手続きの簡素化に対する要望

が多かった。特に、風況がよい地域が多数存在するにも関わらず、規制が厳しく開発が

困難となっている農地や国有地に対する要望が強い。 
また、現状それぞれの許認可の担当窓口は法規制ごとに分かれており、手続きが複雑

になり時間を要することから、風力発電事業を実施する上でのブレーキとなっている。

規制緩和や手続きの簡素化を進めることで、必要となる費用が低下することから、事業

性が向上し、風力発電の導入拡大につながると考えられる。 
 

図表 18 風力発電事業に関わる関連法規一覧 

許認可項目 担当窓口・決裁窓口 国側窓口 
農地法 都道府県知事 農林水産省 
電気事業法 風力立地地点を管轄する経済産業局 経済産業省 
自然公園法 
自然環境保全法 

都道府県知事、環境省及び地方環境事務所 環境省 

森林法 市町村（伐採届）都道府県知事（林地開発） 林野庁 
航空法 国土交通省交通局 国土交通省 
保安林、国有林 権利者および管理者（行政機関）  

（風力発電マニュアル2005をもとに作成） 

 
立地場所や各種許認可に関する課題、風力発電事業者のニーズを整理すると以下のよ

うになる。 
 
①農地 

農地法は、農地への風力発電機の建設を厳しく制限しているため、立地の障害となっ

ている。現在、開発面積 4ha 以下の土地については、知事による許可が必要となってい
る。4haより大きい土地については、農林水産大臣の許可が必要となり、この場合申請か
ら承認まで 1年以上要する。そのため風力発電事業者は、開発面積を 4ha以下に抑える
ように制限・工夫を行っているのが現状である。 
また、農地に対しては補助金や相続税の減免などの優遇措置があるため、風力発電事

業者が農地を借用するためには様々な問題が発生する。まず、補助金を受けている農地

に関しては、補助金の目的外使用を防止するために、農地を借用することは困難となっ

ている。相続税の減免を受けている農地に関しては、相続税の減免分も上乗せした形で、
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用地賃借料として借用することになる。 
 
②国有地（国有林野） 

風力発電事業者は、電気事業法上の電気事業者（電力会社・独立系発電事業者）に該

当しないため、国有地の貸与や市道・県道の利用などが大幅に制限されている。電気事

業者は公益特権を有しており、必要と判断されれば国や県などから土地を借りることが

できるが、風力発電事業者は 5ha未満もしくは借入額 30万円未満の土地しか借りること
ができない、という制限を受けている。 
風力発電機の建設場所から系統まで送電線を敷設するためには、複数の地権者の土地

や国有地の上を通す必要があるため、事業を実施する上での障害になることが多い。青

森県では、2005年度より環境・エネルギー産業創造特区による当該規制の緩和を実現し
ている。 
 
③自然公園 

自然公園については、環境省の「国立・国定公園内における風力発電施設設置のあり

方に関する基本的考え方」に基づき自然公園法が改正（2004年 4月施行）された。風力
発電の景観等に関する設置基準が明確化されたことから、設置基準に沿って風力発電機

の設置する必要がある。国立公園は特別地域と普通地域に分けられ、特別地域への設置

は特別保護地区などの公園核心部を除き許可制となり、普通地域への設置は届出制とな

った。また、国定公園や県立の自然公園については、県知事の判断による、とされてい

る。これを受け、豊田通商は、環境省と協議を重ねながら、国内初の国立公園内大規模

風力発電所の建設を進めており、2007年 3月の運転開始を目指している。 
また、風況の良い場所は野生鳥獣の生息地等となっている場所があり、2004年には北
海道根室市・苫前町などにおいてオジロワシが風力発電機と衝突するという事故が発生

した。そのため、環境省は、野生鳥獣への影響に対する対策を実施すると発表している。

自然公園への設置については、依然として設置基準が厳しいとの声が多く、風力発電の

導入推進のためにはさらなる規制の緩和が求められる一方、野生生物への影響を考慮し

つつ、自然景観に配慮した上での風力発電の開発が必要となる。 
 
④保安林 

森林法では、海岸沿いに保安林を定めているが、風力発電機の設置は認められていな

い。現在北海道及び日本海側の林帯の幅 250m 未満の保安林については、原則として解

除は行わない、という方針が打ち出されている。海岸沿いは一般的に安定した風が吹き、

風力発電の適地が数多く存在するため、保安林の解除が求められている。 
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⑤港湾区域・洋上 

港湾区域に風力発電を建設するためには、港湾管理者の許可が必要となる。そのため、

港湾管理者との調整が不可欠である。 

国土交通省港湾局では、港湾空間への風力発電の積極的導入を推進する方針を打ち出し

ており、２０１０年までに７万ＫＷの設備容量を想定している。（２００５年３月現在約

７万６千ＫＷ）。 

港湾地域への風力発電機の建設は、陸地への建設に比べコストが高くなるため、陸地

の建設ポイントが優先されているのが現状である。 
洋上風力発電の実現はさらに困難となる。日本の近海には漁業権があるため、洋上に

風力発電機を建設するための手続きはさらに複雑となる。加えて、洋上には道路や送電

線などのインフラが整備されていないことから、建設コストが増加することとなる。メ

ンテナンスコストについても、塩害対策の必要性などから、陸上での事業に比べ高くな

る。洋上風力発電の実現には、地元の自治体や漁協等との連携が重要である。 
 
⑥その他（航空法） 

航空法上、航空障害物（60m 以上の設備）には、夜間照明用の赤もしくは白のランプ

を設置する必要がある。当然ながら、風力発電機に対して、ランプの設置が義務付けら

れている。これらのランプにかかるコスト（設置費用、年に 1 回の交換費用）が事業性
を圧迫している。 
本規制は、日本全国の地域に適用される。しかしながら、ウィンドファームによって

は、飛行機などが全く通過しない地域も多数あることから、本規制の適用対象地域見直

しが求められている。 
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（３）発電コスト 

事業採算性を向上させるためには、機器などのコスト削減を図っていく必要がある。

また、日本では落雷、台風による被害が多く、外国製の機器はこのような日本の気候に

十分適合していないため対策コストが必要となる。 
風力発電機の大型化や事業規模の拡大に伴って、設置コストは低減傾向にあるものの、

風力発電の発電コストは、設置補助を含めた場合でも、7～11円/kWh程度となっており、
自由競争下では他の火力発電等と競争することはなお難しい状況である。 

また、今後は蓄電池の併設や解列などの必要性から、風力発電事業の採算性が悪化す

ることが懸念されており、さらなるコストダウンが必要となる。 
 

図表 19 風力発電の発電コスト 

 
（新エネルギー産業ビジョン） 
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（４）その他の課題及び風力発電事業者のニーズ 

①収益性及び資金調達 

風力発電事業は、売電価格(RPS価格)の不確定性によって事業収益が大きく左右される
というリスクがある。また、現状は導入補助金のもとで採算性が確保されているため、

今後の補助金制度等政策の見直しも事業リスクとして考えられる。また、事前の風況予

測を誤ると、事業の採算性が大きく低下する可能性があり、風況及び風力発電量の予測

技術の精度向上も課題として挙げられる。 
これらのリスクにより、事業採算性の見通しが不安定になり、資金調達の障害となる

場合がある。現在の資金調達先としては、金融機関が主体であるが、より安定した資金

調達を確保できるように多様な主体から資金調達を確保できる環境を整備する必要があ

る。近年、NPO法人や自治体や漁協などによる風力発電が増加しており、多様な主体に
よる参画が見られる。 

 
②事業支援 

風力発電事業を実施するためには、多大な初期コストを必要とする。そのため、事業

開始直後の資金繰りは非常に困難となる。風力発電事業は、環境に優しいだけでなく、

地域に一定の経済効果や雇用をもたらすことから、一定期間の固定資産税の減免や、若

年雇用に対する補助制度などの支援が求められている。 
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４．先進事業の調査・分析 
 

風力発電事業に関する課題として、系統連系対策や立地場所の拡大等が挙げられた。こ

れらの課題を解決するための先進的な事例として、蓄電池併設型風力発電に関する実証実

験や洋上や離島における風力発電事業が実施されている。 

 
（１）蓄電池併設型風力発電 

八丈島サイト（NAS電池）、竜飛サイト（鉛電池）、泊サイト（レドックスフロー電池）
を対象に、蓄電池併設型風力発電の実証実験が行われた。風力発電出力と蓄電池出力の

合計(合計出力)の目標値を与え、これを実現するように蓄電池システムの出力制御が行

われた。 

実証実験により、風力発電出力の広範囲の周期の変動を、蓄電池を用いて平準化する

ことが技術的に十分可能であることが実証された。今後は、電池寿命の評価、蓄電池残

存容量の正確な計測、容量低減のための充放電制御方法の開発などが必要とされている。 

 

図表 20 蓄電池併設型風力発電 

 

風力発電機

系統

インバータ

蓄電池

 
（日本総合研究所作成） 

 

（２）港湾空間・洋上風力発電 

2004年 4月より、北海道せたな町における洋上風力発電所(600kW×2)が本格運転を開
始し、順調に稼動している。冬は北西の季節風、夏はやませという東風が吹き、年平均

風速は 7.9m/sと強く、設備稼働率 40％を目指している。 
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図表 21 せたな町洋上風力発電事業       図表 22 酒田風力発電所 

  
（北海道町 HP）       （コスモ石油 HP）    

また、コスモ石油株式会社は山形県酒田市港湾空間において風力発電所(1500kW×1)の
建設を進めており、2004 年 12 月 1 日より本格的な営業運転を開始している。発電した
全電力は東北電力株式会社へ売電している（ただし、RPS 制度における新エネルギー等
電気相当量は別途販売）。 

同じく酒田市には、住友商事が建設した風力発電所（2000kW×8、水路部洋上 5 基、
宮海海岸 3基）が稼動している。2004年 1月末より 17年間、東北電力株式会社への売
電を行う。年間発電量は 8基合計で約 40,000,000kWhを想定しており、これは酒田市の
一般世帯数の約３割にあたる約 11,000世帯分の年間使用電力量に相当する計算となる。 
 

図表 23 サミットウィンドパワー酒田発電所 

 

（サミットウィンドパワー酒田 HP） 

洋上風力発電は、以下の利点と課題が想定される。 
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図表 24 洋上風力発電の利点と課題 

利点 ・ 陸地に比べ、適地が豊富に残されている。 

・ 洋上は一般的に風速が大きく、高い設備稼働率が期待できる。 

・ 騒音問題等の陸上部での立地問題を避けることができる。 

課題 ・ 建設コストが高い。 

・ メンテナンスコストが高い。 

・ 風況、設備耐久性などのデータの蓄積が少ない。 

・ 漁業権者との調整が必要。 

 

（３）離島における風力発電 

離島や山岳地における風力発電の課題は、既存の小規模な電力システムとの併用、台

風など強風や突風への耐性、輸送や建設上の制限、などが挙げられる。また、電力消費

が小さい地域では、風力発電の割合を大きくした場合に電力供給が不安定になる可能性

があるため、風力発電機自体の出力を安定化させること、既存の電力系統の発電システ

ムにより出力を補完して協調運転を行うことが必要である。 

伊是名島における実証実験では、これらの技術により離島の消費電力の大きさに適し

た、出力 100kW、ロータ径 22m、タワー高さ 24m の風力発電システムの設計開発を行
い、目標性能の確認とその有効範囲が確認されている。 

 

図表 25 離島用風力発電システム等技術開発 

 
（NEDO HP） 
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Ⅱ．地域特性調査  
 

１．地域ポテンシャルの把握 
 

青森県は日本一の風力発電量を誇っており、風況に優れた風力発電の適地を豊富に有

している。また、落雷も少なく、道路や港湾などのインフラも整備されていることから、

風力発電に関する非常に高いポテンシャルを有しており、今後も風力発電の導入が期待

できる。また、青森県では、環境・エネルギー産業創造特区においてマイクログリッド

などの非常に先進的な事業を実施しており、技術的にも非常に高いポテンシャルを有し

ていると考えられる。 

一方で、将来にわたって継続して風力発電を導入するためには、系統連系に関する課

題を解決する必要がある。また、これまでの連系検討から、熱容量面から連系制約が生

じる送電線および発変電所がすでに明らかになっている個所もある。 

 

（１）地域特性（気象、土地、インフラ） 

①気象 

青森県の気象は、本州最北端部にあるため短い夏と長い冬が特色であり、地形の複雑

さや海流の影響で地域によって気象に大きな差が見られる。 
暖候期(4月～10月)は、津軽南部は温暖であるが、津軽北部や下北及び三八上北地方で
は、春から夏にかけて吹く冷湿な偏東風(やませ)のため低温の日が多い。 
寒候期(11月～3月)は、三八地方は雪が少なく晴れる日が多いが、津軽、下北、上北地
方は季節風を強く受け、雪の日が多く、12月から 3月まで雪に覆われる。山間部を除く
と五所川原市から青森市、野辺地町にかけての地域が県内では多雪地帯に属する。 

（青森県「経済開発要覧2003年版」） 
 

１）風況 

全国の約 20％（設備容量比）の風力発電が、青森県に導入されていることからもわか
るように、青森県には全国に比べて風況の良いポイントが多い。次の図は、地上高 50m
地点における東北地方の年間平均風速をあらわしたものである。 
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図表 26 年間平均風速（東北地方） 

 

（NEDO LAWEPSシステム） 

 

さらに、青森県内における風況の詳細データを以下に示す。実際に風力発電事業を実

施するにあたっては、詳細な風況精査が不可欠であるが、以下の図からもわかるように、

青森県では、特に、日本海側の海岸部と、津軽海峡を望むエリア、標高の高い地域が有

望となっている。上記のエリアでは、7.0m/sはもちろん、8.0m/sを超える地点も少なく
なく、有望なエリアであることを示している。 

 

図表 27 年間平均風速（青森県） 

 
（2005年度青森県環境・エネルギー産業創造特区ポテンシャルデータブック） 

風速（m/s） 
11~12 
10~11 
09~10 
08~09 
07~08 
06~07 
05~06 
04~05 
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また、下図は出力 2000kWヴェスタス社（デンマーク）製 V80-2.0MW風力発電機の
パワーカーブとなる。青森県には年間平均風速は、7～8m/s以上の地点が数多く存在する
と考えられ、事業採算性のラインと言われる設備稼働率 20％(400kW)を越す立地ポイン
トがまだ多く残っていると考えられる。 

 

図表 28 ヴェスタス社（デンマーク）製V80-2.0MW風力発電機パワーカーブ 

 
（サミットウィンドパワー酒田 HP） 

 

２）落雷・台風 

下表は、2000～2002年度における風力発電機の主な事故原因とその損傷箇所を表して
いる。落雷による被害が圧倒的に多く、その次に台風による被害が多い。 

 

図表 29 風力発電機に関する事故（2000～2002年度） 

 
（NEDO 「2005年度風力発電の技術的課題に対するアクションプランの検討」） 
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全国における落雷の密度を下図に示す。日本列島を一辺 20km のメッシュで区切り、

メッシュ内の落雷数 2000年～2003年の 4年間で集計したものである。 
落雷が多く発生するのは、主に群馬県・栃木県などの関東地方北部である。青森県に

おける落雷数は、地域差があるものの、全国と比べると総じて少ない。ただし、落雷が

風力発電機に与える影響は少なくないため、風力発電事業を実施するにあたっては詳細

な調査が必要となる（季節別の落雷頻度に関しては、別添資料参照）。 

 

図表 30 全国の落雷密度（2000～2003年） 

 

（株式会社フランクリン・ジャパン「全国雷観測ネットワーク(JLDN)」） 

 
また、下図は、2004年 8月に接近・通過・上陸した台風経路図であり、台風のコース
は、北海道から沖縄まで広範囲に及ぶことがわかる。青森県に接近する時点での台風の

勢力は弱くなっていると考えられるものの、青森県への台風の上陸例は少なくないこと

から、台風への対策は必要と考えられる。 
 

図表 31 2004年8月に接近・通過・上陸した台風 

 
（気象庁 HP） 
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②土地 

風力発電事業の課題として、立地場所を挙げた。風力発電機の立地ポイントを選定す

るにあたっては、風況だけでなく、土地の特性や特性に付随する規制などに対応する必

要がある。以下に青森県の土地利用状況を示す。 

 

図表 32 青森県の土地利用状況 

総面積 9,606km2 100% 

可住地面積 3,208 33.4 

耕地面積 1,610 26 

自然公園面積 1,143 11.9 

森林面積（国有林面積） 6,177(2,476) 64.3(40) 

（総務省統計局「国勢調査報告」「統計で見る都道府県・市区町村」） 

（東北農政局青森統計情報事務所資料） 

（農林水産省「世界農林業センサス」） 

 

１）可住地・耕地 

好風況が期待される地域であっても、可住地や耕地およびその近辺においては、「騒音

規制法」や「農地法」などの規制に対応する必要があるため、実際に風力発電機の立地

は困難であることが多い。青森県では、総面積の約 60％が、可住地および耕地となって
いる（一部、森林を含む）。 

 

２）自然公園 

好風況が期待される地域であっても、国立・国定自然公園や自然環境保全地域に指定

されている地域では、風力発電の開発にあたり、自然公園法や自然環境保全法などによ

る開発制限がある。青森県には、国立公園が一箇所（十和田八幡平国立公園）、国定公園

が二箇所（下北半島国定公園、津軽国定公園）、県立自然公園が八箇所（浅虫夏泊県立自

然公園、大鰐碇ヶ関温泉郷県立自然公園、種差海岸階上岳県立自然公園、名久井岳県立

自然公園、芦野池沼群県立自然公園、黒石温泉郷県立自然公園、岩木高原県立自然公園、

赤石渓流暗門の滝県立自然公園）あり、自然公園の総面積は全体の 11.9%に上る。 
（総務省統計局「統計で見る都道府県・市区町村」） 
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③インフラ（道路、港湾） 

風力発電機の大型化や海外の風力発電機の輸入増加に伴い、風力発電機を輸送するイ

ンフラ（道路、港湾など）が重要となる。青森県は、風力発電が普及していることもあ

り、風力発電機の輸送路の整備が全国に比べて進んでいる。また、県内各地方に重要港

湾が存在することから、海外からの風力発電機の輸入に非常に便利となっている。 

以下に、青森県における道路や港湾の現状を示す。 

 

１）道路 

青森県の道路は、東北縦貫自動車道を骨格に、国道 4号、7号など計 15路線が道路網
の基幹をなし、主要地方道 47路線と一般県道 183路線とで幹線道路を構成している。 
風力発電機の建設ポイントまでの搬入路が確保されていない場合は、風力発電事業者

自らが搬入路を整備する必要があるため、事前のインフラ調査が非常に重要となる。 
 

図表 33 青森県内の主要道路地図 

 

（青森県資料） 
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２）港湾 

青森県には、青森港、八戸港、むつ小川原港の 3 つの重要港湾が存在する。また、重
要港湾以外にも地方港湾が 11港（大湊港、小湊港、野辺地港、川内港、大間港、尻屋岬
港、七里長浜港、深浦港、休屋港、子ノ口港、仏ヶ浦港）存在する。県内各地域方に重

要港湾や地方港湾が存在することから、海外からの風力発電機の輸入に非常に便利とな

っている。 

 

図表 34 青森県内の主要港湾 

 
(青森県港湾空港課HP) 

 

また、道路や港湾などのインフラを利用して風力発電機を輸送するにあたって、必要

となる主な検討項目は下表のようになる。また、必要に応じたガードレール等の改修、

道路屈曲部分で横切らざるを得ない部沿道土地の一時使用交渉、現地輸送までの仮置き

場の確保など、様々なノウハウが存在する。 

 

図表 35 風力発電機輸送時の検討・手続き事項 

車輸送経路の検討 

 

・ 建設場所に最も近い外航船が入港できる港を選定 

・ 港から建設場所までの一次輸送路調査 

・ 選定された輸送路の二次輸送路調査 

許認可手続き 

 

・ 道路管理者、警察署、公安委員会への事業内容説明及び重量物

輸送の事前説明 

・ 各種許認可手続きの申請 

（四国四県風力発電推進ビジョン策定協議会「風力発電の推進のための四国四県共同ビジョン」をもとに

作成） 
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④インフラ（送電網） 

東北電力によると、現状系統へ連系済みの約 28万 kW（2004年 3月末現在）の風力発
電設備に加え，今後，これまでの入札等で連系が決定しているものを含め，2007年 3月
末までに約 47万 kWの風力発電設備が連系される予定となっている。 
先に述べたとおり風力発電は自然条件により出力が変動するため，電力系統への連系

量が増大すると，需給調整面等への影響が懸念される。東北電力の試算によると、実績

データ等を踏まえた周波数制御面における風力連系可能量は，47万 kWを 5万 kW程度
上回る見込みとなっている。ただし，この 5 万 kW 程度の連系により，需要の少ない夜
間等においては，需給調整力が不足する可能性が高くなるため、需給調整力不足時には，

電力の需要と供給のバランスが維持できなくなることから，風力発電機の停止・解列が

必要となる（風力発電の連系条件については，今後改めて提示される予定となっている）。 

また、送電線の熱容量面から連系制約が生じる送電線および発変電所の地点図は下図

のとおりであり、八甲田山地区や鯵ヶ沢地区、深浦地区においては、熱容量面から連系

制約が生じていることが分かる。 

なお、下図は、現時点で連系制約が生じることが判明している送電線および発変電所

を示しているものであり、これ以外にも個別の検討により連系制約が生じる可能性があ

る。 

 

図表 36 熱容量面から連系制約が生じる送電線および発変電所の地図点 

 
（東北電力「熱容量面から連系制約が生じる送電線および発変電所の地図点」より抜粋） 




